
 

1 

 

フロン排出抑制法について 

 

フロン回収・破壊法が改正され、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する

法律」（略称「フロン排出抑制法」）として平成 27年 4月 1日から施行されました。 

この施行により会員企業より要望があり、当協会で『エアコンディショナー簡易点検

表』を作成しました。以下に「フロン排出抑制法」の要約と簡易点検について記載しま

したので参照下さい。 

 

冷媒としてフロン類が使用されているもので「第一種特定製品」については、その「管

理者」に設置、使用、廃棄についての管理が義務付けられ、使用の管理については以下

に掲げる事項の実施が義務付けられました。 

建設機械等に装着されているエアコンディショナーは「第一種特定製品」となります。 

 

① 機器の点検の実施  

管理する機器の種類や大きさに応じて「簡易点検」及び「定期点検」を行う。 

② 漏えい防止措置 / 未修理の機器への冷媒充填禁止 

③ 点検等の履歴の保存 

④ フロン類算定漏えい量の算定・報告 

 

１．「第一種特定製品」とは 

業務用のエアコンディショナー及び業務用の冷蔵機器及び冷凍機器であって、冷媒と

してフロン類が使用されているもので、自動車用のエアコンディショナーを装着した、

「自動車リサイクル法の対象」以外の建設機械等の大型特殊・小型特殊自動車も「第

一種特定製品」の対象となります。 

 

環境省フロン排出抑制法 Q&A 

№ 大分類 小分類 質問 回答 

６ 全般 法対象機器 自動車

に搭載

された

エアコ

ンは第

一種特

定製品

か。 

自動車（自動車リサイクル法の対象のものに限

る。）に搭載されているエアコンで乗車のために設

備された場所の冷房の用に供するものは、第二種

特定製品であるため、本法の対象外です。一方、

建設機械等の大型・小型の特殊自動車、被牽引車

に設置されているエアコンや、冷凍冷蔵車の荷室

部分の冷凍冷蔵ユニットは第一種特定製品であ

り、点検、記録、漏えい量報告等の対象となりま

す。 

 



 

2 

 

２．「管理者」とは 

原則として、当該製品の所有権を有する者（所有者）が管理者となります。 

尚、自己所有ではないリース / レンタル等については、管理責任（製品の日常的な管

理、故障時の修理等）を有する者となります。 

 

３．「簡易点検」及び「定期点検」とは 

コンプレッサーの能力が 7.5Kw以上のエアコンディショナーは「簡易点検」及び「定

期点検」の対象ですが、一般的に建設機械等に装着されているエアコンディショナーは

自動車に装着されているものと同等で自動車のエアコンディショナーは約 3.0kw～

4.0kw位なので「簡易点検（３か月に一回以上）」のみの実施となります。 

 

４．「簡易点検」とは 

全ての「第一種特定製品」が対象で３か月に１回以上の点検となります。 

実施者の具体的な制限はありません。 

 

環境省フロン排出抑制法 Q&A 

№ 大分類 小分類 質問 回答 

２８ 管理者

判断基

準 

簡易点検 簡易点検

は３か月

に１回行

うが、義

務ではな

いのか。 

簡易点検の実施等の「管理者の判断の基準」の遵

守は法に基づく義務です。また、違反した場合に

は、都道府県による指導・助言、さらに定期点検

対象機器を所有している場合は、勧告・命令・罰

則の対象となる場合があります。 

 

５．具体的な点検について 

点検方法は、基本的に「目視による外観点検」となります。 

尚、詳細については環境省ＨＰのフロン排出抑制法説明資料にある「簡易点検の手引

き（業務用エアコン編）」を参照して下さい。 

主な点検個所と点検内容は下記となります。 

室外機点検 

・機器の異常振動・異常運転音 

・機器及び機器周辺の油のにじみ 

・機器のキズの有無、熱交換器の腐食、錆びなど 

室内機点検 

・熱交換器の霜付きの有無、振動、異音など 

  

６．記録と記録表の保存期間について 

記録表はその該当製品を廃却するまで保存していなければなりません。 

記録表の作成と保存については次頁の環境省告示（抜粋）を参照して下さい。 



 

3 

 

告示第十三号環境省 （以下抜粋） 

第四  管理第一種特定製品の点検及び整備に係る記録等に関する事項 

 １ ・・・・・当該管理第一種特定製品を廃棄するまで、保存すること。 

（１）管理第一種特定製品の管理者の氏名又は名称（法人にあっては、実際に管理に従事する者

の氏名を含む。） 

（２）管理第一種特定製品の所在及び当該管理第一種特定製品を特定するための情報 

（３）管理第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の種類・・及び量 

（４）第二に基づく管理第一種特定製品の点検の実施年月日、当該点検を行った者の氏名（法人

にあっては、その名称及び当該点検を行った者の氏名を含む。）並びに当該点検の内容及び

その結果（漏えい又は故障等が認められた場合にあっては、漏えい又は故障等の箇所その他

の状況に関する事項を含む。ただし、簡易点検のみを行った場合にあっては、点検を行った

旨及びその実施年月日を記載すること。）                    以上 



道路運送車両法 

道路運送車両法施行規則の別表第 1によると、以下のように規定されている。 

大型特殊自動車 

一 次に掲げる自動車であつて、小型特殊自動車以外のもの  

イ ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレー

パ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、

ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、

ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の

自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定

する特殊な構造を有する自動車 

ロ 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定す

る農耕作業用自動車 

二 ポール・トレーラ及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 

小型特殊自動車 

1、前項の「イ」のうち、最高速度が 15キロメートル毎時以下、全長 4.7m以下、全幅 1.7m以

下、全高 2.8m以下のもの 

2、前項の「ロ」のうち、最高速度が 35キロメートル毎時未満のもの。 

 


